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13 海外人材 

 

（１）外国人登録制度の見直し 

「規制改革推進のための３か年計画」（平成19年6月22日閣議決定）に基づき、現

行の外国人登録制度を、国及び地方公共団体の財政負担を軽減しつつ、市町村が外国

人についても住民として正確な情報を保有して、その居住関係を把握する法的根拠を

整備する観点から、住民基本台帳制度も参考とし、適法な在留外国人の台帳制度へと

改編するに当たっては、その法目的を「規制改革推進のための３か年計画」の実現に

向けたものとし、「遅くとも平成21年通常国会までに関係法案提出」とされた措置に

向け、内閣官房の調整の下、総務省及び法務省が当該台帳制度の基本構想を作成し、

公表する。【平成19年度措置】（Ⅲ法務ウ⑥ｂ(イ)） 

その上で、両省は、地方公共団体の意見を十分に考慮しつつ、適切かつ着実に当該

台帳制度を整備する。【遅くとも平成 21 年通常国会までに関係法案提出】（Ⅲ法務ウ

⑥ｂ(イ)） 

 

（２）外国人研修・技能実習制度の見直し 

外国人研修・技能実習制度については、実務研修中の研修生の法的保護や技能実習

に関する在留資格の整備等に関し、「遅くとも平成21年通常国会までに関係法案を提

出」することとされているが、研修生・技能実習生が不当な扱いをされることなく、

制度本来の技能移転がなされるよう、研修生・技能実習生の保護、受入れ機関の適正

化、送出し機関の適正化要請等、必要な法令改正等を待つことなく、前倒しできる以

下の事項については、早急に措置する。 

 

① 研修生・技能実習生の保護のため早急に講ずべき措置 

研修生・技能実習生が、母国語で実情を率直に相談し、かつ、必要な支援を受け

ることができるよう、「外国人研修生・技能実習生ホットライン（仮称）」を開設し、

平日に加え土・日曜日や夜間等を中心に、中国語、ベトナム語、インドネシア語等

の研修生・技能実習生が母国語で相談に応じられる体制を早急に整備し、かつ、研

修生・技能実習生に周知する。併せて、上記相談で得られた情報を関係機関に取り

次ぎ、受入れ機関1の不正行為の発見及び研修生・技能実習生に対する保護の実効性

を高める。【平成20年措置、以降継続実施】（Ⅲ法務ウ⑦ｆ(ア)） 

                         
1
本項で言う「受入れ機関」とは、「第一次受入れ機関」（商工会や中小企業団体等の団体が監理することにより研修生の受

入れを行ういわゆる「団体監理型」の商工会や中小企業団体等を指す）、「第二次受入れ機関」（第一次受入れ機関の下で研

修を行う企業及び企業が直接研修生を受け入れる「企業単独型」の受入れ企業を指す）及び「実習実施機関」（研修を行っ

ていた機関で研修終了後に雇用契約を結び技能実習を行う企業を指す） 
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研修の開始時点において、原則として、今後新たに来日する研修生全員に対して、

研修・技能実習制度や労働関係法令の説明や受入れ機関の不正行為に遭遇した場合

の対処方法等、研修生の法的保護に必要な情報の理解を促進すべく、初期講習会を

実施する体制整備を検討する。【平成20年検討・結論】（Ⅲ法務ウ⑦ｆ(イ)） 

また、既に入国している研修生・技能実習生に対しても、多様な方法によって可

能な限り受入れ機関の不正行為に対する対処方法を周知する。【平成20年措置、以

降継続実施】（Ⅲ法務ウ⑦ｆ(ウ)） 

さらに、受入れ機関が不正行為の認定を受けた場合及び受入れ機関の倒産等によ

り研修・技能実習が継続できない場合であって、研修生・技能実習生の責めに帰す

べき理由がないときは、原則として、当該研修生・技能実習生が他の受入れ機関に

おいて研修・技能実習を継続できるよう受入れ先機関の開拓を行う仕組みを構築し、

このような取扱いを明示するとともに、事前に、研修生・技能実習生に対して周知

する。【平成20年措置】（Ⅲ法務ウ⑦ｆ(エ)） 

 

② 受入れ機関の適正化のために早急に講ずべき措置 

研修・技能実習を適正に行うために受入れ機関等が留意すべき事項に加え、受入

れ機関が、如何なる行為が「不正行為」に該当するかをはっきりと認識できるよう、

その範囲を明確化して公表する。また、不正事案については、入国管理局及び労働

基準監督機関の間との緊密な連携の下に、受入れ機関に対し引き続き積極的に実態

調査又は臨検監督を実施し、悪質な受入れ機関に対する取締りを強化しつつ、現在

ＪＩＴＣＯを通じて実施している制度運用の適正化に向けた巡回指導を強化する。

【平成19年度措置】（Ⅲ法務ウ⑦ｇ(ア)） 

これらを踏まえ、認定された不正行為については、受入れ機関の不正行為の程度

や内容に応じ、例えば、重大な不正行為については、新規受入れ停止期間を５年に

延長する。また、不正行為認定を受けた受入れ機関が一旦廃止され、新たに別組織

で研修生・技能実習生を受け入れようとする行為についても、上記措置の厳格な適

用を含めた防止措置を講ずる。【遅くとも技能実習生に係る在留資格の整備に関す

る関係法令の施行までに措置】（Ⅲ法務ウ⑦ｇ(イ)） 

なお、これらの措置の実効性を調査した上、受入れ機関の不正行為の防止の実効

性を向上させる措置の必要性についても、引き続き検討する。【技能実習生に係る

在留資格の整備に関する関係法令の施行以降速やかに検討】（Ⅲ法務ウ⑦ｇ(ウ)） 

さらに、受入れ機関の責任者・担当者に対して、ＪＩＴＣＯが技能実習実施担当

者講習会を実施し、これらの事項を含め、制度の適正な運営、労働関係法令の遵守

について指導を徹底しているところ、その成果を検証しつつ、研修・技能実習実施

担当者講習会の実施の一層の充実について検討する。【平成 20 年検討・結論】（Ⅲ
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法務ウ⑦ｇ(エ)） 

併せて、受入れ機関に、当該講習会を受講した責任者が不在の場合には、当該受

入れ機関による研修生・技能実習生の受入れを停止する等の措置についても、当該

講習会の実施状況を踏まえながら、その導入を検討する。【遅くとも技能実習生に

係る在留資格の整備に関する関係法令の施行までに検討・結論】（Ⅲ法務ウ⑦ｇ

(オ)） 

 

③ 送出国政府に対する適正化要請等 

外交ルート及びＪＩＴＣＯを通じ、送出し国政府に対して、送出し機関の適正な

認定基準の設定、保証金搾取等の実態把握及び対策、ブローカー対策等、送出し機

関の適正化を継続的に強く要請する。【平成 19 年度以降継続実施】（Ⅲ法務ウ⑦ｈ

(ア)） 

特に、研修生・技能実習生の送出し機関が不当に保証金や管理費等を研修生・技

能実習生から徴収している実態やこれらを不当に返還しない等の実態が明らかにな

った場合、当該送出し機関からの受入を停止する措置等を講じる。【平成20年措置】

（Ⅲ法務ウ⑦ｈ(イ)） 

また、送出し国政府及び研修生・技能実習生本人に対して、送出し国における技

能移転の状況、技術レベルの向上の状況・習得技能の活用状況、問題点等について、

報告を求めるとともに、これらについて調査を行い、当該制度の見直しに反映させ

る。【平成19年度以降逐次実施】（Ⅲ法務ウ⑦ｈ(ウ)） 

 

④ 実務研修中の研修生に対する労働関係法令の適用 

研修生に対し、非実務研修（いわゆる座学研修）に加え、実務研修を実施する場

合、原則として、実務研修には労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令を適用す

ることとし、労働法上の保護が受けられるようにすべきであり、当該措置の実施に

当たっては、出入国管理及び難民認定法上の在留資格「研修」の取扱い及びその位

置付けとの関係を整理する等必要な措置を講じる。また、制度の円滑な運営のため

に必要な措置を併せて講じる。【遅くとも技能実習生に係る在留資格の整備に関す

る関係法令の施行までに措置】（Ⅲ法務ウ⑦ｃ） 

 

⑤ 「再技能実習（又は高度技能実習）制度」の検討 

３年間の技能実習を終了して帰国した技能実習生であって、帰国した後、一定期

間経過後に、前回よりも高度な内容の技能移転を行うことが見込まれる者に対し、

再来日して新たな技能実習を２年間実施することを内容とする「再技能実習（又は

高度技能実習）制度」の導入について検討する。なお、検討に際しては、送出し国
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における技能修得のニーズを的確に把握するとともに、国内で修得した技能の帰国

後の活用が図られていること、一定以上の日本語能力、技能評価等を再来日の要件

にすることや、失踪及び不正行為の防止に加え、高度の技能実習を実施できる体制

の確保の有無を考慮した受入れ体制の在り方等について検討し、また、現行制度上

の「再研修」との関係を整理し、検討する。【遅くとも技能実習生に係る在留資格

の整備に関する関係法案提出までに検討・結論】（Ⅲ法務ウ⑦ｉ） 


